
 

 

 退職勧奨を行うことは，不当労働行為に該当する場合や，不当な差別に該当する

場合などを除き，労働者の任意の意思を尊重し，社会通念上相当と認められる範囲

内で行われる限りにおいて違法性を有するものではありません。 

 しかし，その説得のための手段，方法がその範囲を逸脱するような場合には違法

性を有し，使用者は当該労働者に対し，不法行為等に基づく損害賠償義務を負うこ

とがあります。 

 

Ｑ１３３．退職勧奨が違法になることはありますか？ 


